
伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 係 る 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 目  的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 社 会 福 祉 法 第 １ ０ ９ 条 に 基 づ き ， 伊 丹 市 社

会 福 祉 協 議 会 に 対 し ，第 ２ 条 に 規 定 す る 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」

と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に よ り ， 地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 補 助 対 象 及 び 補 助 額 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 対 象 と す る 経 費 は ， 次 の と お り と す る 。  

⑴  地 域 福 祉 推 進 事 業 補 助  

  地 域 福 祉 推 進 事 業 に か か る 人 件 費 お よ び 事 業 費 に 対 し ， 予 算

の 範 囲 内 で 補 助 す る も の と す る 。  

⑵  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 補 助  

  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 振 興 事 業 に か か る 人 件 費 お よ び 事 業 費 に

対 し ， 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る も の と す る 。  

⑶  社 会 福 祉 協 議 会 運 営 補 助  

伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 の 運 営 に か か る 人 件 費 お よ び 物 件 費

に 対 し ， 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る も の と す る 。  

⑷  生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 補 助  

伊 丹 市 に お い て 実 施 す る 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 に か

か る 出 向 職 員 の 人 件 費 お よ び 事 業 費 に 対 し ，予 算 の 範 囲 内 で

補 助 す る も の と す る 。  

⑸  障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 事 業 補 助  

伊 丹 市 に お い て 実 施 す る 障 害 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 事 業

に か か る 出 向 職 員 の 人 件 費 お よ び 事 業 費 に 対 し ，予 算 の 範 囲

内 で 補 助 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は ， 補 助 金 交 付 申 請

書 （ 様 式 １ 号 ） に 添 付 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ，補 助 金 の 交 付 申 請 事 項 に 重 要 な 変

更 が あ る と き は ， そ の 内 容 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 



（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 申 請 が あ っ た と

き は ， そ の 内 容 を 審 査 し ， 適 当 と 認 め た と き は ， 予 算 の 範 囲 内

で 補 助 金 の 交 付 決 定 を 行 い ， 交 付 決 定 通 知 （ 様 式 ２ 号 ） に よ り

通 知 す る 。  

（ 補 助 金 の 変 更 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 通 知 さ れ た 補 助 金 額 の 変 更

を 受 け よ う と す る と き は 、 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ４

号 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 変 更 交 付 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 変 更 交 付 申 請 が あ っ た と き

は ， そ の 内 容 を 審 査 し ， 適 当 と 認 め た と き は ， 予 算 の 範 囲 内

で 補 助 金 額 の 変 更 決 定 を 行 い ，補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書（ 様

式 第 ５ 号 ） に よ り 通 知 す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 請 求 ）  

第 ７ 条  第 ４ 条 お よ び 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 決 定 を

受 け た 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 請 求 書 を 市 長 に 提 出 す る も の

と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 時 期 ）  

第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 時 期 は ， 年 度 当 初 に 伊 丹 市 と 伊 丹 市 社 会 福

祉 協 議 会 の 協 議 の 上 ， 決 定 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ９ 条   市 長 は ，前 条 の 請 求 を 受 け た と き は ，交 付 対 象 者 が 指 定

す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 補 助 金 を 交 付

す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 実 績 報 告 お よ び 精 算 ）  

第 １ ０ 条  伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 当 該 補 助 に 係 る 事 業 年 度 が

終 了 し た 後 ３ ０ 日 以 内 に ， そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 市

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  補 助 事 業 等 の 成 果 を 記 載 し た 実 績 報 告 書 兼 精 算 書（ 様 式 ３ ） 

 ⑵  収 支 決 算 書  



 ⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 書 類  

 （ 実 績 報 告 書 の 審 査 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 実 績 報 告 書 等 を 受 理 し た

と き は ， 当 該 報 告 書 等 の 書 類 審 査 お よ び 必 要 に 応 じ て 現 地 調

査 等 を 行 い ， 当 該 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 に か か る 事 業 内 容 ，

お よ び こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 適 合 す る も の で あ る か ど う か を

調 査 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 調 査 し た 結 果 補 助 金 等 の 交 付 の

決 定 の 内 容 ， お よ び こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 適 合 し な い と 認 め

た と き は ， 当 該 補 助 金 に つ き ， こ れ を 適 合 さ せ る た め の 措 置

を と る べ き こ と を 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 命 じ な け れ ば な ら

な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ，前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 調 査 を し た 結 果（ 前

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 示 を し た 場 合 は ， 当 該 指 示 の 結 果 ）

に よ り ， 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 お よ び こ れ に 付 さ れ た 条

件 に 適 合 す る と 認 め た と き は ， 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定

し ， 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 ６ 号 ） に よ り 伊 丹 市 社 会 福 祉 協

議 会 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 に お

い て ， 既 に そ の 額 を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は ，

伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 対 し ， 期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 求 め

な け れ ば な ら な い 。  

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会

が ， 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に お い て は ， 補 助 金 の 交 付

決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取 消 す こ と が で き る 。  

⑴   補 助 金 等 を 当 該 補 助 事 業 等 以 外 の 用 途 に 使 用 し た と き 。 

⑵   補 助 金 等 の 交 付 決 定 の 内 容 ま た は こ れ に 付 さ れ た 条 件

に 違 反 し た と き 。  

⑶    補 助 金 の 全 部 ま た は 一 部 を 使 用 し な か っ た と き 。  



⑷   補 助 事 業 等 を 承 認 な く 変 更 し ， 中 止 し ， ま た は 廃 止 し た

と き 。  

⑸   第 ９ 条 第 ２ 項 の 指 示 に 従 わ な い と き 。  

⑹    詐 欺 そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け た

と き 。  

（ 補 助 金 等 の 返 還 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 補 助 金 等 の 交 付 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取

消 し た 場 合 に お い て ， 当 該 取 消 し に か か る 補 助 金 等 が す で に

交 付 さ れ て い る と き は ， 期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 命 じ な け れ

ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 補 助 金 等 の 返 還 を 命 じ た 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 に

対 し て ， 他 の 補 助 金 等 の 交 付 を 停 止 し ま た は 次 の 年 度 の 補 助

金 等 の 交 付 を 停 止 す る こ と が で き る 。  

 （ 帳 簿 等 の 備 付 け ）  

第 １ ５ 条  伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 当 該 補 助 事 業 等 に か か る

収 入 お よ び 支 出 に 関 す る 帳 簿 ， な ら び に 証 拠 書 類 を 備 付 け ，

当 該 事 業 完 了 後 ５ ヶ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 調 査 等 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は ， 補 助 金 等 に か か る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 を 期 す

る た め ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 当 該 担 当 職 員 を し て ， 関

係 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 を 調 査 さ せ る こ と が で き る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 平 成 ２ ６ 年 度 に

交 付 す る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

    付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



（様式１号）

○○○第    号

○○  年 月 日

 
 
伊丹市長 ○○ ○○ 様 
 
 

社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会

会長  ○○  ○○

○○  年度 ○○○○○○補助金の交付申請について 
 

 みだしのことについて、○○  年度 ○○○○○○補助金を交付願いたく、

関係書類を添えて申請いたします。 
 
 

記 
 
 
 １ 交付申請額           円 
  
 ２ 添付書類  （１）○○  年度補助金予算書抄本 
         （２）○○  年度事業計画ならびに収入支出予算書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２号）

○○○第     号

○○  年  月  日

 
 
社会福祉法人伊丹市社会福祉協議会 
会長  ○○ ○○  様 
 
 

伊丹市長 ○ ○ ○ ○ 
 
 
 

○○  年度○○○○○○補助金交付決定通知書 
 
 

○○  年  月  日付○○○第  号にて交付申請のあった○○  年

度○○○○○○補助金について、下記のとおり交付を決定したので通知します。

 
 

記 
 
 
１．交付決定額               円 
 
 
２．そ の 他   補助金支出状況を審査するため、年度終了後３０日以内

に実績報告書を提出ください。  

 

 

 

 

 

 

 



（ 様 式 ３ 号 ）  

 

                ○ ○ ○ 第    号  

○ ○   年   月   日  

 

伊 丹 市 長  ○ ○  ○ ○  様  

 

               伊 丹 市 広 畑 ３ 丁 目 １ 番 地  

               社 会 福 祉 法 人  

伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  

               会 長  ○ ○   ○ ○  ㊞  

 

○ ○   年 度 ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 事 業 実 績 報 告 書 兼 清 算 書  

 

○ ○   年  月  日 付 け ○ ○ ○ 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ

た 事 業 が 完 了 し ま し た の で 、 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 係 る

補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に よ っ て 、 下 記 の と お り 報 告

し ま す 。  

 

               記  

１ ． 補 助 金 の 精 算  

  補 助 事 業 名   ○ ○ ○ ○ ○ 事 業  

  補 助 交 付 額 （ Ａ ）         円  

  執 行 額   （ Ｂ ）         円  

  差 引 過 不 足 額 （ Ａ － Ｂ ）      円  

 

  な お 、 差 引 超 過 額 に つ い て は 返 還 い た し ま す 。  

  

２ ． 添 付 資 料  

（ １ ） ○ ○ ○ ○ 事 業 報 告  

（ ２ ） 収 支 決 算 書 （ 別 紙 様 式 ）  



 

（ 別 紙 様 式 ）  

収 支 決 算 書  

 

１ ． 収 入 の 部                （ 単 位 ： 円 ） 

項  目  当 初 予 算 額  

（ Ａ ）  

決 算 額  

（ Ｂ ）  

差 引 額  

（ Ｂ － Ａ ） 

摘  要  

市 補 助 金      

○ ○ ○ 収 入      

○ ○ ○ 収 入      

     

     

収 入 合 計      

 

２ ． 支 出 の 部                （ 単 位 ： 円 ） 

項   目  当 初 予 算 額  

（ Ａ ）  

決 算 額  

（ Ｂ ）  

差 引 額  

（ Ｂ － Ａ ）  

摘  要  

人  

件

費  

職 員 俸 給      

職 員 諸 手

当  

    

○ ○ ○      

○ ○ ○      

○ ○ ○      

 ○ ○ ○      

○ ○ ○ ○         

○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○      

支  出  額      

収 支 差 額      

 

上 記 は 、 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会 の 決 算 書 の 写 し と 相 違 な い

こ と を 証 し ま す 。  

      社 会 福 祉 法 人  伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  

             会 長   ○ ○  ○ ○   ㊞      



（ 様 式 ４ 号 ）  

 

○ ○ ○ 第     号  

○ ○   年  月  日  
 

 

伊 丹 市 長  ○ ○  ○ ○  様  
 

 

社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  

会 長   ○ ○   ○ ○  

 

 

 

○ ○   年 度  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 金 変 更 交 付 申 請  

 

 ○ ○  年  月  日 付 ○ ○ ○ 第   号 で 交 付 決 定 の あ っ た

標 記 の 補 助 金 を 変 更 い た し た く 、 下 記 の と お り 申 請 い た し

ま す 。  

 

記  
 

 １  交 付 申 請 額  
既 交 付 決 定 額            円  

 

     変 更 交 付 申 請 額           円  

 

     今 回 増 減 額             円  

  

 ２  変 更 理 由  

         



（ 様 式 ５ 号 ）  

 
○ ○ ○ 第      号  

○ ○   年  月  日  

 
 
社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  
会 長   ○ ○  ○ ○   様  

 
 

伊 丹 市 長  ○  ○  ○  ○  

 
 
 

○ ○   年 度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知 書  

 
 

○ ○   年   月   日 付 ○ ○ ○ 第   号 に て 変 更 交 付

申 請 の あ っ た ○ ○   年 度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 金 に つ い て 、

下 記 の と お り 変 更 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 
 

記  

 
 
１ ． 当 初 交 付 決 定 額               円  

 
２ ． 変 更 交 付 決 定 額               円  

 
３ ． 今 回 増 減 額                 円  

 



（ 様 式 ６ 号 ）  

 
○ ○ ○ 第      号  

○ ○   年  月  日  

 
 
社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  
会 長   ○ ○  ○ ○   様  

 
 

伊 丹 市 長  ○  ○  ○  ○  

 
 
 

○ ○   年 度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 金 交 付 確 定 通 知 書  

 
 

○ ○   年   月   日 付 ○ ○ ○ 第   号 に て 実 績 報 告

の あ っ た ○ ○   年 度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 補 助 金 に つ い て 、 下 記

の と お り 交 付 を 確 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 
 

記  

 
 
１ ． 交 付 確 定 額                円  

 
２ ． 既 交 付 決 定 額               円  

 
３ ． 精  算  額                円  

 


